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※ 学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規

則の一部を改正する規則



徳
島
県
告
示
第
四
百
六
十
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
元
年
十
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指

定

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

年

月

日

株
式
会
社
ス
パ
ー
ク
ル

徳
島
市
南
沖
洲
三
丁
目
一
一
番

ス
パ
ー
ク
ル
徳
島

徳
島
市
南
沖
洲
三
丁
目
一
一
番

就
労
継
続
支
援

令
和
元
年
十
月

二
〇
号

二
〇
号

Ｂ
型

一
日

株
式
会
社
青
い
鳥
さ
ぽ
ー
と

小
松
島
市
田
浦
町
近
里
八
三
番

令
和
た
け
の
こ
の
里

阿
南
市
福
井
町
大
西
九
六
番
地

生
活
介
護

同

企
画

地
一
ケ
ン
ト
パ
レ
ス
徳
島
南
七

一

就
労
継
続
支
援

〇
三
号

Ｂ
型



徳
島
県
告
示
第
四
百
六
十
一
号

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
令
和
元
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
一
日
ま

で
の
間
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
に
つ
い
て
、
知

事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
元
年
十
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一
１

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住

所

所

在

面

積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

大
守

良
隆

小
松
島
市
坂
野
町
字
中

小
松
島
市
間
新
田
町
字

五
、
二
三
三
・
〇
〇

道
一
三
番
地
一

ヤ
ケ
木
二
二
五
番
一
ほ

か
六
筆

勝
瀬

健
二

同

立
江
町
字
青

同

立
江
町
字
赤

一
、
四
六
四
・
〇
〇

森
二
五
番
地

石
七
一
番

２

申
請
年
月
日

令
和
元
年
十
月
八
日

３

縦
覧
場
所

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
経
営
推
進
課
及
び
徳
島
県
東
部
農
林
水
産
局
徳
島

庁
舎

二
１

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住

所

所

在

面

積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

長
濱

希

阿
波
市
土
成
町
吉
田
字

阿
波
市
土
成
町
吉
田
字

七
七
三
・
〇
〇

一
本
松
の
二
の
一
二
三

原
田
市
の
四
の
六
番
一

番
地
五

妹
尾

佳
秀

同

市
場
町
香
美
字

同

市
場
町
大
俣
字

一
、
一
〇
八
・
〇
〇

住
吉
本
二
番
地
一

八
幡
一
九
二
番

長
濱

道
夫

同

土
成
町
吉
田
字

同

土
成
町
吉
田
字

三
、
四
二
六
・
〇
〇

一
本
松
の
二
の
一
二
四

一
本
松
の
一
の
五
四
番

番
地

二
ほ
か
三
筆

山
添

茂
芳

同

市
場
町
大
俣
字

同

阿
波
町
早
田
三

一
、
八
八
二
・
〇
〇

行
峯
二
九
八
番
地
一

〇
六
番
一
ほ
か
一
筆

２

申
請
年
月
日

令
和
元
年
十
月
八
日

３

縦
覧
場
所



徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
経
営
推
進
課
及
び
徳
島
県
東
部
農
林
水
産
局
吉
野

川
庁
舎

三
１

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住

所

所

在

面

積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

江
西

慎
太
郎

徳
島
市
北
島
田
町
一
丁

名
西
郡
石
井
町
高
川
原

二
、
三
〇
八
・
〇
〇

目
一
三
三
番
地
三
ロ
フ

字
高
川
原
二
四
三
番
一

ト
ハ
ウ
ス
二
〇
四
号
室

ほ
か
四
筆

同

同

同

九
二
五
・
〇
〇

三
六
七
番
一

市
原

秀
一

名
西
郡
石
井
町
高
原
字

同

二
、
二
五
二
・
〇
〇

平
島
二
六
二
番
地
二

字
南
島
六
七
七
番
一
ほ

か
二
筆

２

申
請
年
月
日

令
和
元
年
十
月
八
日

３

縦
覧
場
所

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
経
営
推
進
課
及
び
徳
島
県
東
部
農
林
水
産
局
徳
島

庁
舎

四
１

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住

所

所

在

面

積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

四
宮

慎
一
郎

板
野
郡
上
板
町
西
分
字

板
野
郡
上
板
町
西
分
字

一
、
八
〇
四
・
〇
〇

東
ツ
メ
ノ
一
五
番
地
三

原
渕
九
番
三

同

同

同

三
、
八
〇
二
・
一
六

九
番
四
ほ
か
三
筆

２

申
請
年
月
日

令
和
元
年
十
月
八
日

３

縦
覧
場
所

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
経
営
推
進
課
及
び
鳴
門
藍
住
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー

五
１

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住

所

所

在

面

積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

今
津

祐
一

名
西
郡
神
山
町
鬼
籠
野

名
西
郡
神
山
町
神
領
字

八
九
六
・
〇
〇

字
阿
保
坂
四
九
番
地

西
野
間
九
二
番

２

申
請
年
月
日

令
和
元
年
十
月
八
日



３

縦
覧
場
所

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
経
営
推
進
課
及
び
徳
島
県
東
部
農
林
水
産
局
徳
島

庁
舎

六

意
見
書
の
提
出
先

〒
七
七
〇
―
八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
経
営
推
進
課
農
地
活
用
担
当

電
話
〇
八
八
―
六
二
一
―
二
四
二
六



徳
島
県
告
示
第
四
百
六
十
二
号

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

公
告
す
る
。

令
和
元
年
十
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住

所

所

在

面

積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

仁
木

俊
二

阿
南
市
長
生
町
柳
ケ
坪

阿
南
市
長
生
町
大
平
二

三
、
八
九
一
・
〇
〇

一
番
地
一

五
番
一
ほ
か
三
筆

同

同

同

六

二
、
〇
一
二
・
〇
〇

一
番
ほ
か
一
筆

木
津

主
雄

阿
波
市
市
場
町
興
崎
字

阿
波
市
市
場
町
興
崎
字

一
、
三
〇
三
・
〇
〇

南
分
一
九
八
番
地
一

南
分
二
〇
一
番
一

山
本

一
夫

同

大
野
島

同

大
野
島

九
一
二
・
〇
〇

字
大
石
九
〇
番
地
一

字
杉
ノ
前
九
四
番
一

同

同

同

伊
月
字

二
、
四
二
一
・
〇
〇

秀
清
一
三
二
番
一
ほ
か

四
筆

山
添

茂
芳

同

大
俣
字

同

大
俣
字

二
五
一
・
〇
〇

行
峯
二
九
八
番
地
一

行
峯
三
〇
〇
番
一

岩
佐

拓
哉

同

土
成
町
水
田
字

同

土
成
町
水
田
字

一
、
五
九
九
・
〇
〇

久
保
田
一
〇
番
地
六

久
保
田
九
六
番
一
ほ
か

一
筆

瀬
尾

淳
二

同

吉
野
町
柿
原
字

同

吉
野
町
柿
原
字

三
、
七
二
八
・
〇
〇

谷
四
六
番
地
二

西
二
条
七
一
番
一
ほ
か

五
筆

坂
東

重
夫

同

阿
波
町
八
丁
原

同

阿
波
町
南
五
味

一
、
〇
五
九
・
〇
〇

一
四
一
番
地
七

知
一
五
番
一

加
集

将
史

板
野
郡
上
板
町
七
條
字

板
野
郡
上
板
町
西
分
字

六
八
〇
・
〇
〇

粟
飯
久
保
五
八
番
地

馬
道
南
二
三
番
二
ほ
か

一
筆

二

認
可
年
月
日

令
和
元
年
十
月
二
十
五
日



徳
島
県
告
示
第
四
百
六
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
元
年
十
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

土
地
改
良
区
の
名
称

十
八
女
土
地
改
良
区

二

退
任
役
員
及
び
就
任
役
員

役
員
名

退
任
役
員
氏
名

就
任
役
員
氏
名

住

所

理

事

田

邊

元

次

阿
南
市
十
八
女
町
新
開
四
〇
―
一

同

森

岡

嘉

広

森

岡

嘉

広

同

静
六
五

同

久

保

喜

史

久

保

喜

史

同

宮
ノ
前
一
三
二

同

林

正

延

林

正

延

同

静
一
一
三

同

阿

竹

道

夫

阿

竹

道

夫

同

七
五

同

竹

内

繁
太
郎

竹

内

繁
太
郎

同

富
岡
町
西
新
町
七
二
―
一
四

同

田

辺

浩

徳
島
市
中
洲
町
三
丁
目
三
七
―
八

監

事

湯

浅

恵

次

湯

浅

恵

次

阿
南
市
十
八
女
町
宮
ノ
前
三
七

同

阿

竹

秀

樹

阿

竹

秀

樹

同

大
屋
一
八
―
一





徳
島
県
告
示
第
四
百
六
十
五
号

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
長
か
ら
、
次
の
よ
う
に
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
十
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

測

量

の

種

類

測

量

を

す

る

地

域

測

量

を

す

る

期

間

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

阿
南
市
那
賀
川
町
芳
崎
地

令
和
元
年
九
月
二
十
日
か
ら

区

令
和
二
年
三
月
十
日
ま
で



徳
島
県
告
示
第
四
百
六
十
六
号

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
那
賀
川
河
川
事
務
所
長
か
ら
、
次
の
よ
う
に
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨

の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
十
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

測

量

の

種

類

測

量

を

す

る

地

域

測

量

を

す

る

期

間

公
共
測
量
（
数
値
撮
影
（
デ
ジ
タ
ル

那
賀
川
・
桑
野
川
直
轄
管

令
和
元
年
九
月
二
十
七
日
か
ら

）
、
数
値
地
形
図
デ
ー
タ
修
正
、
数

理
区
間

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

値
地
形
図
デ
ー
タ
作
成
及
び
写
真
地

図
画
像
作
成
）



学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

。

令
和
元
年
十
月
二
十
五
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

祖

川

康

子

学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
二
八
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
五
高
等
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

中
等
教
育
学
校

教
務
主
任
、
学
年
主
任
、
生
徒
指
導
主
事
、
人
権
教
育
主
事
、
進
路
指
導
主
事

、
特
別
活
動
主
任

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


